
投
稿
規
定

一
、
投
稿
枚
数
は
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
四
〇
枚

以
内
。

二
、
原
稿
は
縦
書
き
を
原
則
と
し
ま
す
。
横
書
き

に
よ
る
掲
載
を
希
望
す
る
場
合
は
、
投
稿
前
に

必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

三
、
原
稿
は
完
全
清
書
原
稿
と
し
、
注
・
引
用
そ

の
他
の
形
式
は
、
既
刊
の
も
の
に
準
拠
し
て
く

だ
さ
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
体
裁
の
統
一
を
図

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

四
、
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
で
送
ら
れ
る
場
合
は
、
デ
ー

タ
（
Ｃ
Ｄ
―

Ｒ
Ｏ
Ｍ
・
Ｕ
Ｓ
Ｂ
等
）
も
提
出
し
て

く
だ
さ
い
（
後
日
、返
却
し
ま
す
）。そ
の
際
ワ
ー

プ
ロ
機
種
名
ま
た
は
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
名
を
記

載
ね
が
い
ま
す
。
ま
た
、
か
な
ら
ず
四
〇
〇
字

詰
原
稿
用
紙
に
換
算
し
た
投
稿
枚
数
を
明
記
し

て
く
だ
さ
い
。

五
、
原
稿
は
、
手
書
き
・
ワ
ー
プ
ロ
を
問
わ
ず
、

コ
ピ
ー
を
一
部
添
え
て
、
都
合
二
部
、
お
送
り

く
だ
さ
い
。

六
、
執
筆
者
校
正
は
論
文
・
書
評
に
つ
い
て
初
校

の
み
。
た
だ
し
加
筆
訂
正
は
最
小
限
度
に
お
ね

が
い
し
ま
す
。

七
、
論
文
執
筆
者
に
は
掲
載
誌
三
部
・
抜
刷
四
〇

部
を
進
呈
し
ま
す
。

八
、「
立
教
大
学
日
本
文
学
」
は
雑
誌
と
し
て
刊

行
す
る
と
同
時
に
立
教
大
学
の
リ
ポ
ジ
ト
リ
に

も
登
録
さ
れ
、
掲
載
原
稿
の
全
文
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化

し
た
う
え
で
オ
ン
ラ
イ
ン
公
開
し
ま
す
。
投
稿

さ
れ
た
原
稿
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
、
ご
承
諾

い
た
だ
い
た
も
の
と
し
ま
す
。

九
、
原
稿
の
〆
切
日
は
、
五
月
の
連
休
明
け
最
初

の
月
曜
日
と
一
一
月
の
秋
季
休
み
明
け
最
初
の

月
曜
日
で
す
。

「
書
評
」
欄
に
関
す
る
規
定

―
献
本
の
お
願
い

「
立
教
大
学
日
本
文
学
」
は
学
会
員
の
著
作
を

広
く
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
に
「
書
評
」、「
新
刊

紹
介
」
欄
を
設
け
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま

で
掲
載
規
定
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
後
は
、

以
下
の
よ
う
な
原
則
で
同
欄
を
充
実
さ
せ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
何
卒
、
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

一
、「
書
評
」、「
新
刊
紹
介
」
に
つ
い
て
は
、
著

作
の
一
冊
を
立
教
大
学
日
本
文
学
会
に
献
本

い
た
だ
い
た
も
の
を
対
象
と
す
る
。

一
、
献
本
い
た
だ
い
た
著
作
に
つ
い
て
は
、
原
則

と
し
て
「
書
評
」
ま
た
は
「
新
刊
紹
介
」
を

掲
載
す
る
。

一
、「
書
評
」（
執
筆
は
非
学
会
員
も
含
め
た
有
識

者
）、「
新
刊
紹
介
」（
執
筆
は
大
学
院
生
）

の
区
別
に
つ
い
て
は
、
編
集
委
員
会
が
適
宜

判
断
す
る
。

＊
本
会
へ
の
入
会
申
込
・
会
費
な
ど
、
電
話
に
よ

る
お
問
い
合
わ
せ
は
、
下
記
の
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
ま
で
。

会
費

一
年

四
〇
〇
〇
円

立
教
大
学
日
本
文
学
会

振
替

〇
〇
一
四
〇
―
八
―
一
二
二
三
五
三

編
集
後
記

△
第
一
〇
九
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
今
号
は
昨
年
ご
退

職
さ
れ
、
名
誉
教
授
と
な
ら
れ
た
加
藤
定
彦
先
生
の

定
年
退
職
記
念
号
と
な
り
ま
す
。
先
生
の
薫
陶
を
受

け
た
方
々
か
ら
は
多
彩
な
ご
論
考
を
頂
戴
し
、
内
容

の
濃
い
特
集
を
組
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
加
藤
定

彦
先
生
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
長
年
に
わ
た
る
ご
指

導
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

△
近
年
、
日
本
文
学
専
修
は
立
て
続
け
に
教
員
の
定
年

退
職
が
続
い
て
い
ま
す
が
、
二
〇
一
二
年
度
末
に
は

小
峯
和
明
教
授
が
ご
定
年
に
な
ら
れ
ま
す
。
少
し
先

の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
第
一
一
一
号
は
小
峯
先
生

の
定
年
退
職
記
念
号
に
な
り
ま
す
の
で
、
関
連
分
野

に
ご
関
心
を
お
持
ち
の
み
な
さ
ま
は
準
備
を
お
願
い

し
ま
す
。

△
二
〇
一
三
年
度
か
ら
は
、
近
世
文
学
と
中
世
文
学
の

領
域
に
そ
れ
ぞ
れ
新
し
い
専
任
教
員
を
迎
え
ま
す
。

新
し
い
力
が
加
わ
る
こ
と
で
、
立
教
大
学
日
本
文
学

会
は
更
に
活
発
な
学
会
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

立
教
大
学
日
本
文
学

第
一
〇
九
号

二
〇
一
三
年
一
月
二
十
五
日

印
刷

二
〇
一
三
年
一
月
三
十
日

発
行

編
集
発
行
人

立
教
大
学
日
本
文
学
会

沖
森
卓
也

〒
１７１‐

８５０１
東
京
都
豊
島
区
西
池
袋
三
―
三
四
―
一

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

電
話
（
〇
三
）
三
九
八
五
―
二
五
〇
五

印
刷

上
毛
印
刷
株
式
会
社
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立
教
大
学
日
本
文
学
会
会
則

第
一
条

本
会
は
立
教
大
学
日
本
文
学
会
と
称
し
、
事

務
局
を
立
教
大
学
文
学
部
文
学
科
日
本
文
学
専
修
研

究
室
に
置
く
。

第
二
条

本
会
は
会
員
の
日
本
文
学
・
日
本
語
学
の
研

究
、
な
ら
び
に
相
互
の
親
睦
を
は
か
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

第
三
条

本
会
は
次
の
会
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

一
、
普
通
会
員

立
教
大
学
文
学
部
文
学
科
日
本
文

学
専
修
の
専
任
お
よ
び
兼
担
の
現
教
職
員
、
同
学
科

専
修
卒
業
生
、
大
学
院
文
学
研
究
科
（
日
本
文
学
専

攻
）
修
了
生
お
よ
び
そ
の
他
本
会
の
趣
旨
に
賛
同
す

る
者
。

一
、
学
生
会
員

立
教
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

（
日
本
文
学
専
攻
）
在
学
生
お
よ
び
同
文
学
部
文
学

科
日
本
文
学
専
修
在
学
生
。

一
、
特
別
会
員

立
教
大
学
文
学
部
文
学
科
日
本
文

学
専
修
の
専
任
お
よ
び
兼
担
の
旧
教
職
員
、
同
専
修

関
係
の
現
非
常
勤
講
師
。

一
、
同
窓
会
員

立
教
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
・

日
本
文
学
専
修
の
卒
業
生
お
よ
び
大
学
院
文
学
研
究

科
（
日
本
文
学
専
攻
）
修
了
生
、
そ
の
他
本
会
の
趣

旨
に
賛
同
す
る
者
。

第
四
条

本
会
は
次
の
事
業
を
行
う
。

一
、
機
関
誌
「
立
教
大
学

日
本
文
学
」、「
立
教
大

学

日
文
ニ
ュ
ー
ス
」
の
刊
行
。
但
し
、
機
関
誌
の

編
集
そ
の
他
に
関
し
て
は
別
に
細
則
を
定
め
る
。

一
、
研
究
発
表
会
。

一
、
そ
の
他
の
必
要
な
事
業
。

第
五
条

本
会
の
経
費
は
、
普
通
会
員
の
会
費
、
な
ら

び
に
寄
付
金
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
あ
て
る
。

第
六
条

本
会
の
会
計
年
度
は
四
月
一
日
に
始
ま
り
、

翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

第
七
条

本
会
に
は
次
の
役
員
を
置
く
。

一
、
会
長

一
名
本
会
を
代
表
し
会
務
を
統
べ
る
。

一
、
委
員

若
干
名

本
会
の
会
務
を
行
う
。但
し
、

委
員
会
の
構
成
そ
の
他
に
関
し
て
は
別
に
細
則
を
定

め
る
。

一
、
会
計
監
査

一
名

本
会
の
会
計
を
監
督
監
査

す
る
。

第
八
条

会
長
は
立
教
大
学
文
学
部
文
学
科
日
本
文
学

専
修
主
任
を
当
て
る
。
委
員
・
会
計
監
査
は
普
通
会

員
の
中
か
ら
選
出
し
、
会
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

第
九
条

役
員
の
任
期
は
一
年
と
し
、
重
任
を
妨
げ
な

い
。

第
十
条

本
会
は
年
一
回
総
会
を
開
催
す
る
も
の
と
す

る
。

第
十
一
条

会
則
の
改
正
は
総
会
の
議
を
経
て
行
う
。

付
則

本
会
則
は
一
九
七
二
年
十
一
月
十
一
日
よ
り
改

正
施
行
す
る
。一
九
九
八
年
七
月
十
一
日
一
部
改
正
。

二
〇
〇
九
年
七
月
四
日
一
部
改
正
。
二
〇
一
〇
年
七

月
三
日
一
部
改
正
。

同

細

則

一
、
委
員
会
は
、
事
務
局
担
当
委
員
、
編
集
担
当
委
員

お
よ
び
そ
の
他
の
委
員
で
構
成
さ
れ
る
。

二
、
委
員
会
の
構
成
人
員
は
、
教
員
八
名
前
後
、
そ
の

他
十
名
前
後
と
す
る
。

三
、
事
務
局
は
事
務
局
担
当
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

四
、
事
務
局
担
当
委
員
は
、
委
員
の
中
か
ら
、
教
員
二

名
、
大
学
院
生
二
名
を
選
出
し
、
会
長
が
こ
れ
を
委

嘱
す
る
。

五
、
編
集
担
当
委
員
は
、委
員
の
中
か
ら
、教
員
二
名
、大

学
院
生
二
名
を
選
出
し
、会
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

六
、
編
集
担
当
委
員
は
、
編
集
会
議
を
開
い
て
機
関
誌

の
企
画
編
集
を
行
う
。

七
、
会
計
は
、
教
員
委
員
の
中
か
ら
一
名
を
選
出
し
、

会
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

八
、
本
会
の
会
費
は
、
普
通
会
員
は
年
四
千
円
、
同
窓

会
員
は
年
百
円
と
し
、
五
年
分
五
百
円
を
一
括
し
て

納
め
る
こ
と
と
す
る
。

九
、
普
通
会
員
・
学
生
会
員
・
特
別
会
員
に
は
、「
立

教
大
学

日
本
文
学
」、「
立
教
大
学

日
文
ニ
ュ
ー

ス
」
が
配
布
さ
れ
る
。
同
窓
会
員
に
は
「
立
教
大
学

日
文
ニ
ュ
ー
ス
」
が
配
布
さ
れ
る
。

十
、
本
会
の
会
費
を
三
年
以
上
つ
づ
け
て
未
納
の
者
は

退
会
と
み
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
退
会
後
は
、
会
費
滞

納
三
年
分
に
加
え
て
新
年
度
会
費
を
納
め
る
こ
と
で

再
入
会
と
す
る
。

十
一
、
学
生
会
員
、
特
別
会
員
に
つ
い
て
は
、
会
費
を

免
除
す
る
。

十
二
、
細
則
の
改
正
は
委
員
会
の
議
を
経
て
行
い
、
会

長
の
承
認
を
う
る
も
の
と
す
る
。

付
則

本
細
則
は
一
九
七
二
年
十
一
月
十
一
日
よ
り
施

行
す
る
。
一
九
九
八
年
七
月
十
一
日
一
部
改
正
。
二

〇
〇
〇
年
七
月
八
日
一
部
改
正
。
二
〇
〇
九
年
七
月

四
日
一
部
改
正
。二
〇
一
〇
年
七
月
三
日
一
部
改
正
。


